
【説明資料】
岡山型長期欠席･不登校対策スタンダード

長期欠席・不登校については、本県の重要課題で
あり、学校の対応力を高めるため、平成31(2019)
年3月に『岡山型長期欠席･不登校対策スタンダー
ド』を全校に配付し、全県で統一的な対策に取り組
んでいます。
このたび、新たに「別室指導」と「ＩＣＴの活

用」に関する『増補版』の作成・配付を契機に、ス
タンダードの再確認とさらなる指導の徹底を目指し、
説明資料を作成しました。
不登校となる要因や背景は、「無気力や不安」

「友人との関係」「学業不振」「親子の関わり方」
「教職員との関係」など、本人・学校・家庭に関わ
る要因が複雑に絡み合っているケースが多く見受け
られます。
そのため、スタンダードには、重点となる内容と

して、①状態評価に着目した個に応じた支援のあり
方、②「支援対象者リスト」の活用による情報の一
元化・可視化、③「アセスメントシート」を活用し、
専門家や関係機関と連携した効果的なケース会議の
開催などを示しています。
全ての児童生徒の社会的自立に向け、各学校の生

徒指導体制や取組のチェック、未然防止と早期対応
を中心とした長期欠席・不登校対策の充実につなが
ることを期待しています。



Point①児童生徒の状態による評価
・長欠・不登校の対応にあたっては、「欠席・
遅刻・早退」の回数だけではなく、児童生徒
の状態評価をすることが基本です。

・生活の様子や心の変化から、現在、児童生徒
がどのような状態にあるのか、把握すること
が重要です。

・状態評価とともに、「早期対応・早期発見」
「自立支援・復帰支援」の具体策につなげて
いくことが重要です。

Point②対策の目標は状態を好転させること
・必ずしも、すべての児童生徒を「状態０」に
することが目標ではありません。

・例えば、「状態５」を「状態４」へ、「状態
３」を「状態２｣へ好転させることを目標に、
対策を講じます。

Point③児童生徒とのつながりを切らない
・登校できていない児童生徒の状態が好転した
ことを把握するためには、家庭訪問により、
本人や保護者と話をしたり、ＳＳＷ等から家
庭の状況を確認したりすることが必要です。



Point①情報の一元化・可視化
・組織的に対応するためには、不登校対策担当
者や担任、部活動顧問等それぞれが把握して
いる情報を集約することが重要です。

・支援対象者リスト（12頁）を活用し、統一
的な様式で管理することで、迅速な情報共有
や対応の検討が可能となります。

Point②チーム対応
・不登校対策担当者は、集約された情報を一人
で抱え込まず、管理職や生徒指導担当者、養
護教諭等と共有した上で、チームで対応を検
討することが必要です。

Point③心理のＳＣ、福祉のＳＳＷ
・状態の軽重に関係なく、心理の専門家である
ＳＣや、福祉の専門家であるＳＳＷと積極的
に連携することが重要です。

・ＳＣやＳＳＷにつないで対応を終わりとする
のではなく、継続して密な連携を図ります。



Point①アセスメントシートを使用するケース会議
・ケース会議は、問題行動全般について協議す
る生徒指導委員会とは別に、長欠・不登校の
傾向にある個別の児童生徒について対策を検
討する場です。

・不登校対策担当者や担任等で構成される支援
チーム会議での対応が困難な場合には、早期
にケース会議を開催します。

Point②経過観察からのケース会議
・支援チーム会議での検討の結果、経過観察と
判断することもあります。

・そのような場合においても、管理職と情報を
共有し、状況の変化に応じて、ケース会議の
開催を適宜検討することが必要です。



Point①個に応じた支援の検討
・早期発見・早期対応の一般的なアプローチを
示しています。

・児童生徒の様子や、過去の欠席状況等から、
更に迅速な対応が必要となる場合もあります。

・初動が遅れることによって欠席が継続するお
それがある場合は、欠席初日から家庭訪問の
実施を検討することが必要です。

Point②声かけの工夫
・「大丈夫？」と尋ねると、多くの児童生徒は、
「大丈夫。」と返答します。「困っているこ
とはない？」と尋ねると、具体的な回答を得
ることができます。



Point①非協力的な保護者への対応
・保護者に会えなかったり、電話をとらなかっ
たりするなど保護者が非協力的な場合には、
保護者への対応策を含めて、支援チーム会議
やケース会議で検討します。

・その際、ＳＣやＳＳＷ等の専門家の協力を得
ることも有効です。

Point②『岡山型スクールロイヤー制度』の活用
・過度な要求をする保護者に対しては、弁護士
からの法律に基づいた助言により、要求等に
適切に対応していくことが重要です。

※岡山県教育委員会で『岡山型スクールロイ
ヤー制度（弁護士による法律相談）』を実施
しています。



Point①利用対象者の明確化
・「状態１」や「状態２」にある児童生徒が主
な対象です。

・別室は「教室に入りたいけど入れない」児童
生徒等、支援の方向性を明確にした活用とな
るようにし、顕著な非行・怠学傾向がある児
童生徒については、別の方法や場で対応を検
討します。

Point②運用についての合意形成
・別室指導の要否は、担任や不登校対策担当者
の個人的判断でなされるべきではなく、明文
化されたルールに則り判断され、学校全体の
取組として運用されることが重要です。

・また、別室指導は別室の担当者が中心となっ
て行い、登校支援員等、本来の役割とは異な
るスタッフによる支援は適切ではありません。

※支援員等との連携は重要です。

※別室指導のあり方やＩＣＴを活用した不登校対策
については、別冊のスタンダード増補版に具体的
にまとめていますので、是非ご活用ください。



Point①自立支援を目標に
・「状態３」にある子どもは、進学など環境の
変化により、学校復帰が可能となる場合もあ
ります。

・学校以外の施設への「定期的」な参加ができ
ている点が重要であり、この状態になるため
には、児童生徒の自立に向けた支援が重要で
す。

Point②個に応じた支援
・対応例は一例であり、すべての案件に対して
この対応で十分となるものではありません。

・ケース会議等で、児童生徒の様子や状況に合
わせた柔軟な対応を検討することが重要です。

・ＳＣやＳＳＷ等の専門家を活用する場合でも、
学校は、定期的な家庭訪問を実施するなど、
児童生徒とのつながりを切らないようにしま
す。



Point①支援の中心としての学校
・ＳＣやＳＳＷ等専門家や関係機関（NPO等
を含む）と連携しながら組織的に対応する場
合でも、支援の中心にあるのは学校です。

・学校が全体の調整役として、専門家や関係機
関等と児童生徒をつなぐ役割を担うことにな
ります。

Point②専門家や関係機関等との関係性の構築
・児童生徒と、専門家や関係機関等を円滑につ
なぐためには、学校が当該専門家や関係機関
等と常にコミュニケーションを図り、早期に
関係性を構築しておくことが重要です。

Point③起立性調節障害（ＯＤ）への対応
・児童生徒の様子から、ＯＤが疑われる場合に
は、『起立性調節障害対応ガイドライン』に
基づき、適切に対応することが求められます。

Point④虐待への対応
・保護者による虐待が疑われる場合には、早期
に市町村福祉部局に相談の上、児童相談所等
の福祉機関につなぐことが必要です。



Point①アセスメントシートの引継
・作成したアセスメントシートは、児童生徒
の進学先に引き継ぎます。

※アセスメントシートを引き継ぐことができる法的根拠
県立学校：岡山県個人情報保護条例
市町村立学校：各市町村が制定する個人情報の保護に関する条例
私立学校：個人情報保護に関する法律
国立学校：独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する条例

Point②教職員の日常的な情報交換
・児童生徒の支援を継続的に行うためには、中
学校区で取組を共有するなど、異なる校種間
で教職員が情報交換を行うことで、入学後の
児童生徒への関わりを円滑に行うことが可能
となります。

・学校全体で情報を共有し、対応していくため
には、校内の協力・連携体制が構築されてい
ることが重要です。

Point③児童生徒の校種間交流
・進学等、環境の変化に対応できない児童生徒
にとって、事前に進学先の学校行事に参加し
たり、先輩と交流したりするなど変化を体験
することが大切です。



毎月入力する必
要がある箇所

支援
の状
況を
入力

問題行動等調査と同様の入力
項目

問題行動等調査と
同様の入力項目

※年度ごとに改訂されています



Point①入力は分かっているところから
・必ずしも、最初からすべての項目
に入力しなければならないもので
はありません。

・アセスメントシートで情報を整理
することで、「何が分かっていな
いのか」も把握できます。

Point②入力結果の分析への活用
・状況はチェックボックスで、容易
に入力できます。

・統一的な様式を用いることで、学
校の特性や児童生徒の傾向等の分
析にも活用できます。

Point③継続した内容の更新
・ケース会議は１度の開催で終了で
はなく、進捗状況や支援の方向性
を確認するために、継続的に開催
します。

・アセスメントシートとは別に、日
々の対応履歴を記録することが必
要です。


